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をご記入の上、教科書協会あてにメール送付ください。 

・教育長および委員の数が５人を超える場合（上限は超える数まで） 

・高等学校を所管する市町村教育委員会で、教育長および委員の数を上限として 

追加する場合（上限は教育長および委員の数まで） 

・中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の数を上限とする場合 

・教科書採択権限を有する高等学校の分校（上限は分校に１部） 

・教科書採択の権限を有する高等学校の各学科（普通科・専門学科・総合学科ご 

とに１部。ただし、専門学科は高等学校設置基準に規定する学科ごとに１部が 

上限。） 

 

   なお、高等学校に置かれる課程（全日制・定時制・通信制）につきましては、

上記（１）に該当しますので、教科書協会経由で依頼する「個別の求め」では

なく、直接、該当発行者にお問い合わせください。 

 

 ２．令和５年度以前に検定を経た教科書の見本（既刊：現行学習指導要領および

既刊：旧学習指導要領）について 

（１）令和６年度以前に教科書見本が送付されていない場合は、「１．令和６年度に

検定を経た教科書の見本について（新刊：現行学習指導要領）」の取扱いに準

じて教科書見本を送付することができます。 

 

（２）令和６年以前に教科書見本が送付されており、かつ各教育委員会や各学校等の

採択権者からの「個別の求め」がある場合には、１部を上限として送付するこ

とができます。「別紙②（教育委員会用）」あるいは「別紙ア（学校用）」の

「希望種目（既刊・現行学習指導要領）」あるいは「希望種目（既刊・旧学習

指導要領」の該当欄にご記入のうえ、教科書協会あてにメール送付ください。 

 

これらについては、採択権者による教科書の採択に当たっての調査研究等の用に 

供するために送付が認められたものですので、採択用見本の追加送付をご依頼す 

る際の手続きを以下の通りご連絡いたします。 

 

３．採択用見本の「個別の求め」がある場合に、送付をご依頼する際の手続きにつ 

いて 

（１）教科書見本の送付方法の依頼について 

都道府県教育委員会および公立の高等学校を所管する市町村教育委員会におきま

しては、高等学校（国立学校、公立大学法人が設置する学校および私立学校を除

く）への採択用見本の「個別の求め」がある場合の送付依頼方法について、都道

府県教育委員会あるいは市町村教育委員会が取りまとめて教科書協会に連絡する

のか、あるいは各学校長から当該学校分を直接教科書協会に連絡するのか、いず
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れの方針とされるかを、別紙①にてご連絡ください。 

 

ただし、国立学校、公立大学法人が設置する学校及び私立学校は、別紙①の 

方針に関わらず各学校長から当該学校分を教科書協会に連絡することになり 

ます。） 

 

別紙① 令和８年度使用高等学校用教科書見本の送付依頼について（回答） 

を都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会より教科書協会にメールにて 

送付ください。   期限：４月２１日（月）まで 

 

（２）都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会が「個別の求め」がある場合 

に、所管の公立の高等学校の依頼を取りまとめて教科書協会に採択用見本を 

依頼する場合 

 

  別紙② 令和８年度使用高等学校用教科書見本の送付依頼書（教育委員会用） 

    を都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会より教科書協会にメールにて

エクセルファイルで送付ください。   

期限：５月３０日（金）まで 

 

（３）公立学校、国立学校、公立大学法人が設置する学校及び私立学校が「個別の 

求め」がある場合に、教科書協会に直接採択用見本を依頼する場合 

 

    別紙ア 令和８年度使用高等学校用教科書見本の送付依頼書(学校用) 

    を各学校長より教科書協会にメールにてエクセルファイルで送付ください。 

             期限：５月３０日（金）まで 

 

都道府県教育委員会におかれましては、公立の高等学校を所管する市町村教育委

員会や、都道府県教育委員会内の国立学校、公立大学法人が設置する学校および私

立学校のご担当部署に対しても本件をご連絡いただくと共に、各教育委員会を通じ

て学校長あてに別添の令和７年４月２日付け「高等学校用教科書の教科書見本の取

扱い（学校長あて）」をお渡しいただきますようお願いいたします。 

なお、ご依頼に対する送付につきましては発行者判断になりますので、必ずしも 

ご要望にお応えできない場合がございますので、予めご了承下さい。 
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[各種書類掲載場所]  

  一般社団法人 教科書協会ホームページ →「教育委員会・学校専用ページ」 

→ ID:kyokai  PW:kyokai → 教育委員会・学校用 

 

   ４月７日（月）以降に掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。 

   

４月２日現在は、昨年版【令和７年度使用高等学校用教科書見本】を掲載して 

おりますので、ご注意ください。 

 

※ 教科書協会あてご提出先 

 

・別紙①、別紙②、別紙ア  メール返信先      

   mihon@textbook.or.jp 

 

【問合せ窓口】教科書協会 事務局 

☎：０３-５６０６-９７８１ 

 

 


